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令 和 ７ 年 度 

第２回情報公開及び個人情報保護審議会 
日 時：令和７年11月17日（月）    

  午後３時00分～午後４時00分  

会 場：南館４階 災害対策室ＡＢ    

○区政情報課長 それではお時間になりましたので、ただいまから令和７年度第

２回板橋区情報公開及び個人情報保護審議会を始めさせていただきます。 

 会議を始める前に、皆様にお伝えさせていただくことがございます。 

 当審議会委員の髙木祥勝様が、去る８月１日にご逝去されました。髙木委員に

おかれましては、平成２１年から２４年以上にわたり、本審議会の委員として板

橋区の情報公開及び個人情報保護制度の向上に多大なるご貢献をいただきました。

突然の訃報に接し、心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 それでは、会議を始めさせていただきます。 

 配付資料につきましては次第に記載のとおりでございます。資料につきまして

は事前に郵送させていただいておりますが、資料の過不足等ございましたら、事

務局にお申しつけいただければと思います。皆様、よろしいでしょうか。 

 それでは、これからの会議の進行につきましては佐藤会長にお願いしたいと存

じます。よろしくお願い申し上げます。 

○会長 どうもありがとうございました。 

 ただいま事務局からご紹介を賜りましたように、髙木委員がご逝去ということ

でございまして。ちょうど第１回の審議会が終わりまして１週間ほどということ

でございまして、最後にお別れするときに、ちょっと全身に痛みが出てしまって

どうしたものだか、医者によく診てもらわないといけないんですというふうにお

っしゃって、ちょうど、その前のエレベーターでございましたけど、お別れした

のが、最後になってしまいました。本当に髙木先生には、大学の先輩でもおられ

ますので、いろいろとご指導いただいていたところでございます。私からも併せ

てお悔やみを申し上げたく存じます。若干お時間いただきました。ありがとうご

ざいます。 

 それでは、ただいまから令和７年度第２回の情報公開及び個人情報保護審議会
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を開会いたします。 

 本日は傍聴希望のお申出はなかったということを事務局から受けておりますの

で、それに関する手続はございません。 

 本日の議題は、「特定個人情報保護評価」についての諮問と、事務局からの報

告事項が２件でございます。効率的に議事を進めてまいりたいと存じますので、

ご協力をお願いいたします。 

 それでは、まず最初に議題の審議に入りますけれども、板橋区長から本審議会

の会長に宛てまして、「特定個人情報保護評価における第三者点検の実施及び特

定個人情報保護評価書の評価について」諮問がございましたので、別添の諮問書

の確認をお願いいたします。 

 本日ご審議いただきますのは、「児童に対する手当及び医療に関する事務」重

点項目評価書に係る特定個人情報保護評価の再実施になります。 

 なお、この後に予定しております報告事項のうち、「小委員会審議状況報告」

につきましては、特定個人情報保護評価に関して本年９月１日に開催しました小

委員会の報告でありますので、本件議題と併せて報告するということで、効率化

を図りたく存じます。 

 それでは、小委員会における評価書の第三者点検の結果も併せて、事務局から

ご説明をお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、議題、特定個人情報保護評価につきまして、報告事

項１、小委員会審議状況報告と併せて説明、報告させていただきます。 

 資料１－１、Ａ４判横の資料、重要な変更に伴う評価書変更箇所一覧をご覧く

ださい。 

 本日ご審議いただく内容は、「児童に対する手当等及び医療に関する事務」の

一部を外部委託するにあたり、当該事務の特定個人情報保護評価書、重点項目評

価書に重要な変更が生じたことにより、評価書の再実施を行う必要があるため、

その変更の内容を本審議会に諮問するものです。 

 第三者点検にあたりましては、本審議会で設置している小委員会におきまして、

評価書の再実施に伴い変更した箇所と既存の内容の整合という観点を中心に評価、

確認いただきました。 

 それでは、具体的に説明させていただきます。 
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 項番３、外部委託する業務、（１）児童福祉手当に関する業務では、①から③

の３事務、（２）医療費助成に関する業務では、①から③の３事務となります。 

 初めに、事務の内容を簡単にご説明させていただきます。 

 資料１－１、５ページにお進みください。図１をご覧ください。児童福祉手当

の申請、認定・変更・喪失等に係る事務の手続の流れになります。 

 楕円形が区民、実線の長方形が区の職員、点線の長方形に囲んだ部分が今回新

たに委託する受託事業者の取り扱う事務となります。 

 まず、区民が児童福祉手当の申請等を行う場合、書類を窓口に提出し、受託事

業者が受付・説明を行います。書類の受付確認を受託事業者が行った後、授受簿

に入力し、受付の確認を区職員が行います。その後、右端の下、システム入力、

通知作成・封入、※が後ろに書いてございますけど、そちらの一般的なものにつ

きましては受託事業者が行います。 

 ただし、※印に記載させていただいているように、区職員が一部実施する場合

がありまして、その内容は次のページ、６ページの図１別表、右側の欄に記載し

ているところでございます。特殊案件の場合、ＤＶなどの場合、また領収書の枚

数が極端に多いなどの特殊案件の場合でございます。こちらは一部、区職員が実

施するということでございます。 

 ここに示させていただいたシステム入力につきましては、特定個人情報ファイ

ル、特定個人情報、すなわちマイナンバーが記載されたファイルの更新作業とな

ります。その後、入力内容を再確認し、通知書類等を区の職員が発送いたします。

こちらが図１の事務の手続の流れとなります。 

 続きまして７ページ、図２をご覧ください。現況届に関わる事務、ひとり親医

療費助成制度現況届に係る事務についての事務の流れでございます。 

 中ほど、受託事業者につきましては、区民からの届出書の受付、仕分・初期チ

ェック、システム入力、審査・確認、結果通知作成準備、書類審査、書類整理な

どを行います。右回り、時計回りに事務が進んでまいります。この事務におきま

しても、右の最下段に吹き出しで記載したとおり、特定個人情報ファイルを更新

する作業を受託事業者に行っていただきます。これはシステム入力ということで、

システム入力、審査・確認などということでございます。 

 続きまして、８ページにお進みください。図３では、医療証の発行に係る事務
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を示しています。 

 新たな医療証の発行につきましては、既に別の事業者に封入・封函、発送作業

を委託して実施しております。今回の窓口一部委託事業者には、年度更新などで

一斉に用紙を送付した後に申請があった場合の追加発送や転入者の対応分、また

ＯＶ字手入力分などのシステム入力、印刷、封入を行ってもらいます。 

 また、図の左最下部に記載していますように、特定個人情報ファイルの更新を

行います。 

 具体的な評価書の変更箇所は、資料１－１、２ページから４ページまで、左端

にナンバーを記載してございますが、Ｎｏ.１からＮｏ.９まで、９項目となりま

す。この重要な変更の箇所、内容につきましては、先ほどお話しさせていただい

たとおり、９月１日に実施した小委員会におきまして詳細にわたりまして委員の

皆様にご確認、ご検討いただいておりまして、小委員会における意見を踏まえて

修正した変更内容を、本日の審議会にご提示させていただいております。 

 表の右端の行に、小委員会の協議内容を反映した記述を記載しております。小

委員会の審議状況につきましては、資料２として概要報告させていただいており

ます。 

 それでは、評価書の主な変更箇所を説明いたします。 

 ２ページに戻りまして、資料１－１、２ページ、変更する項目、変更前の記載、

それから変更後の記載、さらに小委員会後変更後の記載を一覧表にしております。 

 Ｎｏ.１と２につきましては、委託件数の総数が、これまでの２件から、今回の

新たな窓口委託ということで、３件に変更しております。 

 また、特定個人情報ファイルの取扱いの委託として、板橋区子育て支援窓口受

付業務委託を追加して記載しております。 

 これを実際に資料１－２の重点項目評価書で確認いたしますと、恐れ入ります

が、資料１－２、縦判でＡ４の資料、ちょっと分厚いものですけど、ご覧くださ

い。資料１－２、重点項目評価書でございます。 

 ９ページからが児童手当等ファイル、また１７ページからは子ども医療費助成

ファイルの概要を記載しております。 

 １１ページの児童手当等ファイルの特定個人情報ファイルの取扱いの委託をご

覧いただきたいと思います。こちらの最上段、網かけでお示ししておりますが、
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ここの委託の有無ということで、今回委託する（３）件、これが先ほどお話しい

たしました、２件を３件に変更しているというものでございます。 

 また、同様に、子ども医療費助成ファイルにつきましても、１９ページ、こち

らは医療費助成の方のファイルになりますけれども、特定個人情報ファイルの取

扱いの委託、最上段、従前２件のものが３件というふうになっています。 

 それでは、これからは児童手当等ファイルの子育て支援窓口受付等業務委託の

ところだけ、説明させていただきます。 

 １１ページにお戻りいただきまして、網かけ部分、委託事項３、こちらは網か

けになっておりますが、真ん中より下です、ここに今回新たに委託する子育て支

援窓口受付等業務委託の項目を追加しております。①委託内容、②取扱者数、③

委託先名、④再委託の記載を追加しています。 

 これが評価書の一覧表、資料１－１、評価書の変更箇所の一覧表ではＮｏ.３か

らＮｏ.６まで、今お話しした重点項目評価書の網かけ部分のところが同様に追加

の変更箇所を示してございます。 

 子ども医療費助成ファイルにつきましても、同じように１９ページから、網か

け部分に同様の形で記載しております。 

 次に、資料１－１、評価書変更箇所一覧表の３ページをご覧ください。 

 Ｎｏ.７、８、９ではリスク対策を追加しております。 

 評価書の資料１－２では、２３ページの一番下の段、そちらのところにユーザ

ー認証の管理、具体的な管理方法を記載していまして、こちらは小委員会でご意

見をいただきましたので、その意見に沿って、この記載となっております。 

 具体的な管理方法の黒丸ポツの５番目が追加されております。 

 また、重要項目評価書の２４ページにお進みいただき、網かけ部分、真ん中よ

り下の網かけ部分、再委託先による特定個人情報ファイルの適切な取扱いの担保

というところでは、十分に行っているというふうな記載をさせていただいており

ます。 

 また、その下、具体的な方法として、小委員会でご意見をいただきました記載

を加えまして、一覧表では４ページのＮｏ.９の小委員会後変更後の記載をそのま

ま、「再委託が必要な場合は、委託先からの書面により、再委託の必要性につい

て事前に確認し、承認を行っている。再委託を行う場合には、委託と同様の機密
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保持契約の遵守を規定している。また、委託先から適宜報告を受け、改善の必要

がある場合には改善の指示を行い、改善結果の報告を受けている」と評価書に記

載しております。 

 保護評価の再実施に伴う評価書の変更箇所については、以上となります。 

 続いて、改めまして資料２の小委員会の審議状況を、簡単にご説明させていた

だきます。 

 資料２をご覧ください。 

 小委員会の開催日時、開催場所、出席者は記載のとおりです。佐藤会長、岩隈

副会長、飯塚委員にご審議いただきました。 

 議題、小委員会の目的につきましては、先ほどご説明させていただいたとおり

です。 

 続きまして、審議概要をご覧ください。 

 資料１－１、重要な変更に伴う評価書変更箇所一覧につきましては、図１につ

きまして、事務の流れ、図１につきまして、アからオの５点の質問・ご意見がご

ざいまして、図を委託事業者の事務中心に修正したほか、特定個人情報ファイル

へのアクセス箇所を明確に記載いたしました。 

 図３につきましては、追加分・手入力分対応の説明を加えたほか、委託事業者

の取扱事務を分かりやすく記載いたしました。 

 資料１－２の重点項目評価書につきましては、委託事項３について、２点質問

がございました。 

 委託先につきましてはプロポーザルで選定した後、事業者名は、ほかの二つの

業務と同様に、年１回の評価書の見直しの際、軽微な修正として事業者名を記載

することとする旨、回答してございます。 

 また、具体的な管理方法、特定個人情報ファイルの適切な取扱いの担保、保

管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置について、修正文

書を具体的にお示しいただいておりまして、記載のとおり、修正してございます。 

 そのほか、２ページの一番下の部分になりますけれども、資料１－２のイのと

ころで、委託期間、この一部窓口委託が始まる委託期間はいつなのかとご質問が

ございましたので、契約開始は令和７年１２月から、委託開始は８年２月から３

年間の予定であるというふうな回答をしております。 



－７－ 

 小委員会の審議状況の報告につきましては、簡単でございますが、説明は以上

となります。 

○会長 どうもありがとうございました。 

 まず、ご審議いただきます前に、私の方から２点ほど、お諮りしたいといいま

しょうか、ご相談したいということがございます。 

 まず１点目なんですが、手続的なことで恐縮ですが、資料１－２をご覧いただ

きまして、先ほどの１１ページですね、件数が２から３に変更がありましたと記

載があったページでございますが、実は、そこの委託事項１、児童福祉システム

云々というところをご覧いただきますと、委託先名に株式会社アイネスという固

有の企業名の記載がございます。実は私、この会社の独立社外取締役でございま

して、本日の議題は、ここに委託することの可否ということではないわけでござ

いますので、そのような立場にあるということが直接、当審議会の中立性、公正

性を害するということにはならないかと思いますけれども、万が一、ご懸念を感

じられる委員がおられるようでしたら、私、本件につきまして議長を降りて、岩

隈副会長に議長をお願いするという対応を取る用意がございますが、このまま議

長を続けてもよろしゅうございましょうか。 

（異議なし） 

○会長 よろしいですか。ありがとうございます。では、そのようにさせていた

だきます。それが、まず１点目でございます。 

 ２点目は、何をご審議賜りたいかということなんですけれども、ちょっともう

一回整理させていただきますと、当区におきましては、もともと個人情報保護法

という法律ができる前の段階から、区の条例によりまして個人情報の保護に注力

してきたところでございますが、国において個人情報保護法が制定され、そして

この間の改正において、それまでは地方公共団体に対しては国の法令は直接適用

がない、条例に基づくということだったわけですが、それが改正されまして、国

の法律が直接、地方公共団体にも適用があるということになりました。 

 その段階において、従前は当審議会に様々なことを事前に諮問いただいて、そ

の上で実施機関において慎重を期していろんなことを決定されるという手順があ

ったんですけれども、国の法令の規定によりまして、全国的な統一性というもの

を確保するために、そのようなやり方ではなくて、実施機関において国の法令と
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の適合性等を自ら判断して行政事務を行い、こういったタイプの審議会について

は事後的に報告をするというやり方で安全性を確保せよというふうに変更がなさ

れました。 

 これ自体、いろいろ議論があるところでございまして、研究者としての私とし

ては、あまり好ましくない法改正であるというふうに思わないでもございません

けれども、現状はそうでございますので、それはそれに従っているということで

ございます。 

 ところが、それとは別にもう一つ、特定個人情報の保護に関するルールを定め

た法律がございます。いわゆるマイナンバー法という法律でございまして、これ

は今ご紹介しました包括的な個人情報保護法とは別の法律なんですね。このマイ

ナンバー法の規定によりますと、マイナンバーを含む情報処理を行うについては、

実施機関はあらかじめリスクの洗い出しをして、それにどのように対処するのか

ということを定められた様式の文書に書き起こし、それを個人情報保護委員会に

提出することを事前に行うという、こういったルールがございます。その事前チ

ェックのところについては第三者機関を入れて、きちんと監督を受けなさいとい

うことになっております。 

 その事前チェックを行う機関を、自治体によっては、こういった個人情報保護

審議会ではなくて、専門的な別の機関に出すということもあるんですけれども、

当区の場合には、これをもともとございました個人情報保護審議会が兼ねるとい

うことになっております。 

 ただ、今、資料を見ていただいてお分かりのように、非常にテクニカルな案件

が多いもので、当審議会の下に小委員会というものをつくりまして、その小委員

会で、今ご紹介いただきましたような、かなり細かい議論をした上で、その報告

書等を当審議会に上程して、その上で決定いただくと、こういう慎重な手続を取

っているということでございます。 

 事前チェックをどういうタイミングでやるのかと申しますと、もちろん一番最

初は、マイナンバーを使った事務が始まったときに全件のチェックを行ったわけ

ですけれども、その後は、二つございまして、一つは一定の期間が経過すると、

もう一回見直しになります。 

 時の変化に伴ってリスクが変わってくるということもございますので、一度や
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ればいいということではなくて、恒常的な見直しが行われるというのが一系列ご

ざいます。 

 それとは、もう一つ別に、本日のように運用を変更すると。今回の場合には、

委託事業者に一部の仕事をお願いする、これによってリスク状況が変化するとい

うことですので、こういった場合に、もう一回チェックを行うことをしようとい

うことで、先ほど実施日についても、資料２に基づきまして課長の方からお話が

ございましたように、これは事前になっているということですね。令和７年１２

月から実施する事柄について、１１月段階で、あらかじめこれをお伺いすること

になるということで、通常の個人情報保護法に基づきます審議手続とは、特定個

人情報保護に関する手続というものが異なっておりますので、その点、若干補足

的にご紹介申し上げました。 

 そこまで、よろしゅうございましょうか。ちょっと立てつけが非常に複雑で分

かりにくくて恐縮なんですが、今日お願いするのはそういう議題であります。 

 そこで、ご審議を賜る前に、まず私は小委員会の委員長も兼ねておりますので、

先ほど課長からご報告いただきました審議状況報告というもの、このような審議

を行った結果、小委員会として得られた結論について、ご報告申し上げます。 

 小委員会としての答申案でございますけれども、「児童に対する手当及び医療

に関する事務」重点項目評価書に関し、重要な変更を加えることによる再実施に

対し、適合性及び妥当性の観点から審査を行った結果、特定個人情報ファイルの

取扱いに伴い、個人のプライバシーへの影響を及ぼす可能性がある事項について

適切に評価するとともに、リスク対策を講じられていることが確認されたため、

本件評価書を承認するということでよろしいだろうというのが小委員会の結論で

ございますので、このような結論でよろしいかどうかをお諮りするというのが本

日の議題ということになります。 

 承認するという結論を出す前提として、実施機関、具体的には担当課は子育て

支援課でございまして、課長にもお越しいただいておりますけれども、ご用意い

ただきました、もともとの評価書について、ただいま区政情報課長の方からご紹

介いただきましたような修正案をこちらで提示し、そしてそれを受け止めていた

だいて修正を加えた上で、このような修正がなされれば本件評価書は承認してよ

ろしいと、こういう結論に至ったということでございます。 
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 すみません、説明が長くなってしまいまして恐縮でございました。 

 ということで、このようなことでよろしいかどうかということでお諮りいたし

ます。どうぞご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 新しい委託事業そのものにつきましては、子育て支援課長にお越しいただいて

おりますので、そういったことであれば、私ではなく、課長の方からお答えいた

だけますし、審議のプロセスその他については、私の方からお答えいたします。 

○小林委員 一つだけ。 

○会長 どうぞ、小林委員、お願いします。 

○小林委員 一つだけですけれども、資料１－１の中の３ページに再委託につい

て書いてありまして、「再委託していない」というのが、小委員会後に「十分に

行っている」に変更になっている部分がありますが、これは今後、再委託するこ

とを前提に置き換えたということなんでしょうか。 

○会長 これは、まず区政情報課長、いいですか。 

○区政情報課長 先ほど不十分な説明で大変申し訳ございませんでした。 

 こちらにつきましては、このたびの新たな業務委託で３件目となりますが、前

２回のものにつきまして再委託しておりました。そちらが今回の小委員会等のチ

ェックで判明いたしまして、再委託していないという記載が誤りということが判

明いたしまして、ほかの二つのものについて再委託しているということに改めさ

せていただいたものでございます。ですので、これからの新しい新業務について

は今のところ再委託をしないということになります。そちらを明確に記載させて

いただいております。 

 説明は以上です。 

○会長 小林委員、よろしゅうございますか。 

 本来は一番最初の段階でこれを発見していなきゃいけないのが、見直しの段階

で発見されていますので。定期的にこういったチェックを繰り返すことによって、

こういったエラーが少しずつなくなっていくということの一つの事象となってご

ざいます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 どうぞ、おばた委員。その後、寺田委員、お願いします。 

○おばた委員 ありがとうございます。 
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 ちょっと１件、小林委員の質問の続きになるんですが、そもそもは、いわゆる

評価の中で再委託しないということでスタートしていたんですけれども、これは

何か理由があったのかどうなのかということを。 

 実は再委託していましたということに対する安全性といいますか懸念という部

分について、既にこれはもう契約をしているんだから次のときには改めて改めま

すよということなのか。いや、やっぱり当時の基準は今の現状と照らして、やは

り再委託してもよいというような判断に至ったということなのか。そこら辺につ

いてお伺いします。 

○会長 ありがとうございます。 

 これは、どちらからお答えいただけますか。 

○ＩＴ推進課長 ＩＴ推進課長の方からお答えいたします。 

 ちょっと当時の経緯が明確には確認できていないところなんですけれども、再

委託の手続自体は適正に行われていましたので、その点を今回改めてこちらに記

載するという形で対応させていただければと考えております。 

○会長 どうぞ、おばた委員。 

○おばた委員 そうすると、今のお答えですと、再委託は、もともとしてもよか

ったという理解ということでよろしいんですかね。 

○ＩＴ推進課長 そうですね、ちょっとすみません、区の方で再委託をする場合

の手続自体は決まっていたので、そこは適正に行われていたかと思うんですけれ

ども、保護評価書上での記載に誤りがあったという認識でございます。そこは申

し訳ございません、こちらの手違いというか、ミスでございました。 

○会長 おばた委員、どうぞ。 

○おばた委員 そういうことでしたら承知いたしました。 

 もう一点は、ちょっと手続上の事務についてなんですが、図１でも、どれでも

よいんですけれども、今回新たに受託事業者が行うといわれるシステム入力です

とか、特定個人情報ファイル更新という作業のことが書いてあるんですが、具体

的なイメージなんですが、これは本当にユーザーが、何か特定個人情報ファイル

というものを直接更新するという作業になるのか。 

 何を言っているのかといいますと、大体こういったハイセキュリティなファイ

ルというものは、ファイルを直接更新するわけではなくて、ファイルを更新する
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用のファイルを作ってバッチ処理で対応させるですとか。直接、更新する人が、

例えば５とするべきところを６と保存してしまうとか、そういったことを防ぐよ

うな、大体、業務として対応するのが一般的かなというふうに思うんですけれど

も、更新というのは、具体的にどのように更新をなされるのか。 

 それからもう一点は、そういった業者、もしくは人による瑕疵といいますか、

ミスによる更新ということをどのように防いでいらっしゃるのか。そういったご

心配はないよということであれば、それで結構なんですけれども、以上について

教えてください。 

○会長 ありがとうございます。 

 じゃあ、子育て支援課長、お願いします。 

○子育て支援課長 子育て支援課長でございます。 

 基本的にシステム入力をまずしていただいて、その後、職員の方でチェックさ

せていただきますので、履歴をどんどん更新していくような形で、チェックの方

は厳重にやっているところでございますので、引き続き厳重にやってまいります。 

○会長 どうぞ。 

○おばた委員 ということは、手で直しているという、そういう理解ということ

ですよね。分かりました。 

 今回、今の現時点ではそれで、厳重にダブルチェックを人的になさっていると

いうことで理解したんですけれども。こういった処理は、やっぱりミスが生じま

すので、そういったものを、人為的ミスを防ぐ仕組みというのをやっぱり進めて

いただいた方がいいのかなというふうに思いますので、一応それだけ付言させて

いただきたいと思います。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは寺田委員、引き続きお願いします。 

○寺田委員 よろしくお願いします。 

 簡単な確認で、今のに関連しまして、ファイルで入力対象となる項目なんです

けれども、例えば資料１－２の２１ページ、２２ページに、それぞれファイルの

中身の項目が列挙されておるんですが、受託業者の従事者の方は、これを全て改

変できるというか、入力できるものなのか。それとも、例えば子ども医療費助成

ファイル、２２ページの中でも、子ども医療費の申請とか、あとは改変とか、そ
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ういったものが届出されると思うんですが、その申請書の項目に限られていじれ

るのか、その確認だけです。 

○会長 子育て支援課長、お願いします。 

○子育て支援課長 子育て支援課長です。 

 今おっしゃったように２１ページ、２２ページに記載されている内容について

は、受託業者の方で更新していくような形になります、この記載の項目のみです。 

○会長 ごめんなさい、ここに記載されている項目は全体、どこであっても修正

権があるアカウントを使うということですか。今のご質問は、そういうご趣旨だ

ったと思うんですけど。この中で特定の項目に制限されるとかマスクがかかって

いる状態なのか、それとも、この項目は触ろうと思えば全部触れるという状態で

すかというご質問でしたが。 

○子育て支援課長 触ることは可能でございます。 

○会長 寺田委員、どうぞ。 

○寺田委員 分かりました。おばた委員の話の続きで、そのチェックの方法、漏

れのないような確認をしていただければなというふうに思いました。 

 あと、もう一点だけなんですけれども、フロー図が書いてある資料１－１の３

ページ、例の委託事業者のユーザーＩＤと指の静脈データ、入替え時ということ

で、消去していくということですので、情報を消去するのは区の職員の方でよろ

しいかどうか、受託事業者の従事者の入替え時にきちんと報告がなされるのか。

その確認です。 

○会長 どうぞ、課長。 

○子育て支援課長 子育て支援課長です。 

 区の職員の方できちんと的確にやってまいりますし、入替えのときにつきまし

ては、名簿等で、きちんとデータを確認させていただくようにいたします。 

○寺田委員 承知いたしました。ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかの委員いかがでございましょう。よろしいですか。 

 それでは追加のご発言がないようでございましたら、ただいまのところ、承認

に対して、すべきではないというご発言がなかったと理解いたしました。これら

の答申案について、このまま、国の個人情報保護委員会にファイルするようにと
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いうことで、実施機関、区長の方に答申するということにしたいと存じますが、

よろしゅうございましょうか。 

（異議なし） 

○会長 ありがとうございます。そのようにいたします。 

 その後でございますけれども、審議会での答申を基に区長が評価書の決定とい

う手続をされまして、計画管理書と併せて、国の個人情報保護委員会に提出し、

これはネット上で公表されるということになります。ということで、よろしくお

願い申し上げます。 

 それでは、続きまして報告事項に移ります。 

 まず、情報公開及び個人情報保護審査会の答申及び審査庁裁決について、事務

局から報告をいただきます。 

○区政情報課長 資料３、情報公開及び個人情報審査会の答申及び審査庁裁決に

ついて、ご報告いたします。 

 Ⅰ、答申の概要をご説明いたします。 

 令和５年５月１５日から１９日に、板橋区内民間保育施設の運営事業者から区

に提出のあった保育内容に係る通報に関する調査報告書の公文書公開請求につい

て、令和５年６月９日付、板橋区長が行った公文書非公開決定処分を取り消すと

の裁決を求める審査請求でございます。 

 まず初めに、どのような公文書公開請求か、簡潔にご説明させていただきます。 

 区内の民間保育施設におきまして不適切な保育事案があったという通報が区に

ございまして、区はその通報事案の事実確認のため、当該保育園から任意に提出

された調査報告書の公開を求めました。 

 この公開請求のあった公文書、すなわち調査報告書につきましては非公開とさ

れ、本日の個人情報保護審議会の審議内容は議事録で公開されるということでご

ざいますので、報告書の内容はここで詳しくご説明できないことをあらかじめご

了承いただきたいと存じます。 

 それでは、２ページにお進みください。 

 項番４番、審査経過でございます。 

 令和６年９月６日、板橋区長からの諮問を受けまして本審査会で審査を行い、

令和７年２月４日、５月９日に計２回審査会を実施し、答申案をまとめておりま
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す。審査会の結論は、「本件処分は妥当であり、これを維持する」です。 

 その理由を説明させていただきます。３ページに、参考といたしまして板橋区

情報公開条例の該当条文を掲載していますので、適宜参照していただければと存

じます。 

 まず、板橋区情報公開条例では、区民の知る権利を尊重し、公正で開かれた区

政全般の推進のために公文書公開を原則といたしております。一方で、第６条で、

個人や法人を尊重するという立場から非公開とする情報、その例外を定めている

ところです。 

 ２ページの理由のところをご覧ください。 

 一つ目の理由といたしまして、個人に関する非公開情報に該当するかどうかで

ございます。この報告書、この文書には保育に従事した者の個人名だけではなく、

事案当時の情報など、個人に関する情報が書かれていて、それらは非公開情報に

該当いたします。また、審査請求人は、１ページの３、審査請求の内容の理由の

（１）のところで、ア、イ、ウのいずれの号に該当するため非公開とするのか不

明と主張しておりますが、この解釈が間違ってございまして、ア、イ、ウを公開

する事項としたものであると誤った解釈をしているものでございます。 

 二つ目の理由です。法人等に関する非公開情報に該当するかどうかです。この

文書を公開した場合、客観的に見て、法人の事業活動に支障があるか、また、こ

の文書はあらかじめ公にしないという条件をつけて報告したものではないが、文

書の性質や状況を判断すると、当然、公にされないと考える文書であるとしてい

ます。 

 三つ目は、区の事務事業の適正な遂行に支障を及ばす情報かどうかです。この

文書を公開すると、区の事務事業の適正な遂行に実質的な支障を生ずる可能性が

認められるとしております。 

 最後に、（４）文書全体を非公開とすることについてです。この文章の一部で

も公開をすると、報告者が文書作成の際、選別して作成する可能性が出てまいり

まして、実態解明を目的とした報告書の役割を果たすことができず、区の保育行

政に支障を来すことも懸念されるとして、全体として非公開とするとしておりま

す。 

 この審査会の答申を受けまして、審査庁裁決といたしまして、審査庁である板
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橋区長は令和７年７月１０日付で、本件審査請求を棄却するという裁決を行い、

その旨、審査請求人に通知いたしました。 

 説明は以上となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○会長 どうもありがとうございました。 

 ご意見、ご質問等ございましたら承りたく存じますけれども、その前に１点だ

け。この案件が出るときには常に同じことをお願いしておりますが、この審議会

の議事録は文字起こししまして、インターネット上で誰でも読めるということで、

毎回、読んでいただけるといいなということで、皆様向けというか区民向けに説

明しているわけでございますが、お許しください。 

 条例に基づきまして、情報公開と個人情報に関する審議会とは別に、審査会と

いう組織が置かれております。役割が異なっておりまして、審査会の方は、個別

の案件について区が行った決定に不服がある場合に審査請求ができるわけですけ

れども、この審査請求を実施機関が行うに際して専門的な見地からアドバイスを

行う、そしてそのアドバイスには法的な意味での拘束力はありませんけれども、

これを尊重することが求められる、こういう関係でございます。当審議会はその

ような機能を持っておりません。当審議会が持っておりますのは、制度全体につ

いてのメンテナンスということでございます。 

 そういたしますと、この案件は、今、区政情報課長からも承りましたけれども、

その趣旨は何かと申しますと、簡単に言いますと、審査会が第一審裁判所の役割

で、ここが上級審、控訴審だということではないわけです。もう一回ここで改め

てチェックをしてということではございませんで、審査会の方で、このような条

例解釈等に基づいて判断されたわけですけれども、それは条例の方がおかしいん

じゃないか、条例を改正するべきではないかといったようなことが発見されるき

っかけにもなり得るわけです。現行の条例が問題を抱えている、それがゆえに審

査会はこのような結論になったのではないか、であれば条例を直した方がいいよ

ねというようなことは、審査会の立場では言うことがなかなか難しいといいまし

ょうか、基本的にはそれは職責ではないわけで、私どもの審議会はそれができま

すので、そのような観点から、個別案件から総論に戻して制度全体を改善すると

いうヒントがあれば、ここで皆さんで議論をする、そういったような趣旨でご報

告をいただいているものでございます。 



－１７－ 

 ということで、今回の場合は、具体的な条例の当てはめに関しまして審査会が

行った結論が示されておりまして、条例そのものについて、幾つかの条項の解釈

というのも問題となっております。そういう意味で、この情報等について、何か

難点、問題といったものがあれば当審議会でも継続的な審議対象とするべきだ、

こういうことになるわけでございます。 

 ということで、それを前提といたしまして、何かお気づきの点等々ございまし

たら、ご発言いただければと存じます。いかがでしょうか。 

 どうぞ、河野委員、お願いします。 

○河野委員 すみません、お気づきの点というのとはちょっと違うんですけれど

も、今回の件を理解するための質問ということで。 

 令和５年に何かしら不適切なことがあったよという通報があって、それに対し

て、じゃあ調べてくださいといって、それを調べた保育施設が出したものがあっ

て、それに関して、それを公開してくださいという話だと思うんですが、その後、

その報告があった後に、例えば区で、確かにそういうことがあって、何か処分と

か指導とかがあれば、一般の人にも内容が公開されるものなんでしょうか。 

 何というか、一般人として、何かあったんだったら、普通に区民として、どこ

で何があったのか、知りたいとは思ったけれども、調査した結果、何でもなかっ

たんだったら、風評被害を防ぐために、個人情報もあることですし、公開しない

という、この処分そのものは全然おかしくないと思うんですが、実際に何かあっ

て、問題があった場合には、きちんと皆に分かるように何か公表されるものなん

でしょうか。 

 実際に今回の場合は、その後どうだったのかなということを、ちょっと理解す

るために知りたいなと思いまして。 

○会長 ありがとうございます。大変重要なご指摘でございます。 

 区政情報課長、お分かりの範囲内でお答えいただけますか。 

○区政情報課長 こちら、審査会でも報告義務があるのか否かというような議論

があったため、それの確認のため、通常１回で審査会は終了のところを２回確認

のうえ、答申案をまとめてございます。 

 特定教育保育施設等における事故の報告等についてという国からの通知などが

出ておりまして、重大事故などについては事故の再発防止のために事後的な検証



－１８－ 

に資するように施設事業者からの報告を求めるというようなことを、都道府県等、

こちらは都ですね、経由して、国に報告をすることとなっていますけれども、今

回の場合については、区が報告書を確認のうえ、軽微ということではございませ

んけれども、重大案件に至らないものであったため、この情報公開の条例にあて

はめても、適正な報告が風評被害を生じる懸念があるなどの判断で、文書自体を

非公開としているということでございます。 

○河野委員 ありがとうございます。 

○会長 条例のつくり方という点でいきますと、この第６条３号、これが法人情

報なんですけれども、基本的には法人に関する情報であって、次に掲げるものは

公開してはいけないけれども、それ以外は公開しなさいということになっていて、

公開しないものが、公にすることにより当該法人または当該個人の権利、競争上

の地位その他、正当な利益を害するおそれがあるとか、ほかに要請を受けて公に

しないとの条件で任意に提供されたものであるとか、こういったものは公開しな

いということになっているわけですが。 

 実は、その前のところに、ただし書がございまして、ただし人の生命、健康、

生活または財産を保護するために公にすることが必要であると認められる情報は

除くということですので、このように任意に提供されたもの、かつ、公にしない

という条件がついているものであったとしても、そのような条件で提供された資

料であったとしても、人の生命、健康、生活、財産を保護するためには、公益上、

公表した方が望ましいと言えるときには公表することができるというのが当区の

条例のつくり方ですので、この条文の解釈としては、今、河野委員のご指摘があ

ったように、区の判断として公表するということもなし得るという条例の仕組み

になっている。 

 個別の判断として、実施機関としては、今回の場合は公表しないというライン

を選ばれ、審査会もそれでよろしいという結論を支持されたということでありま

すので、条例の構造から行きますと割と標準的な、原則公開で、非公開事例があ

るけれども、再例外として、非公開だけどもやっぱり公開するべきところまで用

意するという３段階になっているんですけども、これは割と多くの自治体が採用

している原則、例外の整理関係で、その意味では、標準的なものを標準的に運用

されたということではないかと思います。 



－１９－ 

 よろしゅうございますか。ほか、いかがでございますか。 

 どうぞ、寺田委員。 

○寺田委員 よろしくお願いします。 

 １点、制度のちょっと確認で、この審査会で担われている方々は、どういった

方々が選出されているのか、その団体名とか、何か代表的なところでも教えてい

ただければと思います。 

 あと、もう一点が、今回、請求は棄却されたということでありますけれども、

別途、この請求者は行政訴訟なり、何か手だてがあるのか。事前に伺ったら、な

いということでしたので、それが条例上の立てつけなのか、法律上の根拠によっ

て、ここの審査会止まりというところなのか、その辺りを教えていただければと

思います。 

○会長 区政情報課長。 

○区政情報課長 ２点、ご質問ありがとうございます。 

 初めのご質問、板橋区情報公開及び個人情報保護審査会は、情報公開及び保有

個人情報等の開示等の請求に係る決定、これに対する審査請求について、区長の

諮問に応じて審査を行う区長の附属機関でございまして、委員は学識経験者５名

以内で構成されております。審査会の会議は非公開ということになってございま

す。 

 それから２点目でございますけれども、こちらにつきましては審査会の決定、

裁決、審査庁としては最終決定ということで通知をしているところでございます。 

○会長 これは行服上の審査請求です。というわけで、あくまで審査会が言って

いるのは区長に対する、事実上の拘束力はあるけどアドバイスなので、アドバイ

スそれ自体は裁判で争えないけれども、アドバイスに基づいて行った区長の処分

は訴訟で争うことができると、そういう流れになります。 

○寺田委員 承知しました。ありがとうございます。 

○会長 最初のご質問ですけど、これ、名簿は公開されていましたよね、ウェブ

上でも。 

○区政情報課長 すみません。委員の氏名は公開しております。 

○会長 所属等は公開していないと。 

○区政情報課長 はい。 



－２０－ 

○会長 そうですか。分かりました。 

 寺田委員、よろしゅうございますか。 

○寺田委員 はい。ありがとうございます。 

○会長 ほか、いかがでございましょう。よろしいですか。 

 それでは、これは報告案件でございますので、報告として承ったということで

済ませたいと存じます。 

 それでは、本日は以上、審議１件、報告２件でございました。案件は全て終了

いたしましたので、これをもって閉会といたします。 

 最後に、事務局からお願いいたします。 

○区政情報課長 ご審議いただき誠にありがとうございました。 

 次第に、次回の審議日程を記載しております。来年の３月２６日木曜日の１時

半からを予定しております。ただし、昨年度もそうだったんですけれども、審議

案件の有無によって開催しない場合もございますので、来年の１月中旬までには

委員の皆様に、開催の有無を含めてご案内を差し上げます。開催の場合には、年

度末で恐縮ですが、ご出席を賜りますように、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は誠にどうもありがとうございました。 


